
日本キリスト教保育所同盟規約 
 
                                第１章	 総	 則 
 
第１条（名	 称）	 本同盟は日本キリスト教保育所同盟と言う。 
第２条（事務局）	 本同盟は事務局を事務局長の所属園に置く。 
第３条（目	 的）	  本同盟は会員相互の協力によりキリスト教保育事業の振興をはかり、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 児童福祉の推進に資することを目的とする。 
第４条（事	 業）	 本同盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 １．キリスト教保育事業の調査、研究 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２．会員施設従事者の研修、養成（園長研修会、保育士研修会、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 夏季保育大学） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３．地区活動 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４．会員相互の強調、研鑽、親睦 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ５．会報「山びこ」の発行 
	 	 	 	 	 	 	 	  ６．会員の事業振興に資するための融資（教団のもの、同盟自身の	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

もの） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ７．国内および海外の保育団体との連絡および協力 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ８．その他、前条の目的を達成するために必要な事業 
 
 

第２章	 会	 員 
 
第５条（資	 格）	 本同盟は次の各号に該当する保育所（園）を会員とする。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 １．日本キリスト教団所属教会の運営するもの 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２．日本キリスト教団所属の教職または信徒をその代表者および 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 施設長とする社会福祉法人または財団法人の運営するもの 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３．日本キリスト教団所属の教職または信徒の運営するもの 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４．キリスト教主義に基づき経営するもの 
第６条（会	 費）	 本同盟の会員は毎年所定の会費を納めなければならない。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２．会費の納入を２カ年怠った会員は会員の権利を停止され、 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 尚引き続き１カ年納入しないときは会員の資格を失う 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３．会費の額は細則に定める 
第７条（入退会）	 本同盟に入会を希望するものは地区の推薦を経て理事会の承認を得 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 なければならない。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２．本同盟の目的に違反する行為のあったものまたは、本規約第５ 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 条に規定する会員の資格を喪失したものは、理事会の議決に 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 よって退会させることができる 
 
 

第３章	 役員及び職員 
 
第８条（役	 員）	 本同盟に次の役員をおく。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 １．理事	 ２７名（うち理事長１名、副理事長２名） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２．監事	 ２名 
第９条（選	 任）	 理事１２名及び監事は総会において、会員の互選によって選任する。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２．理事１４名は地区毎に会員の互選によって選ばれ総会の承認を 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 得る 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３．理事１名は日本キリスト教団の推薦するものにつき総会の承認 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 を得る 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４．理事の互選によって、理事長１名、副理事長２名を定める 
第 10条（任	 務）	 理事長は本同盟を代表し、会務を統轄する。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 １．副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 を代行する 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２．理事は理事会を組織し、この規約に定めた事項及び総会の権限 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 に属する事項以外の事項を決議し執行する 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３．幹事は会計を監査する 
第 11条（任	 期）	 本同盟の役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２．補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする 
	 	 	 	 	 	 	 	   ３．役員は、その任期満了後も後任者就任までは、その職務を行う 
第 12条（職	 員）	 本同盟は事務を処理するために職員を置くことができる。 
 
 

第４章	 会	 議 
 
第 13条（理事会）	 理事会は理事長が招集し、議長となる。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  ２．理事会は理事現在数の過半数の出席がなければ議事を開き議決 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  することができない。但し当該議事につき書面をもってあらか 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  じめ意志を表示したものは出席とみなす 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  ３．理事会の議事はこの規約に別段の定める場合を除き出席理事の 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  過半数をもって決する 
第 14条（総	 会）	 総会は毎年１回会計年度終了後２ヶ月以内に理事長が招集し、議長 



	 	 	 	 	 	 	 	 	  となる。招集は１０日以前に通知する。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  ２．総会は理事または監事が必要と認め、会員現在数の５分の１以 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 上から付議事項を示して招集を求めた時は２０日以内に臨時総 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会を招集しなければならない 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  ３．総会は会員現在数の過半数の出席がなければ議事を開き議決す 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  ることができない。但し当該事項につき書面をもってあらか 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  じめ意志を表示したものは出席とみなす。 
                   ４．総会の議事はこの規約に別段の定める場合を除き出席者の過半 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  数をもって決し、可否同数の時は議長が裁決する。 
第 15条（記	 録）	 総会および理事会の議事録は議長において作成し、出席者代表２名 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  の署名捺印のうえ保存する。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  ２．総会の議事の要項および議決した事項は会員に通知する。 
 
 

第５章	 資産および会計 
 
第 16条（資	 産）	 本同盟の資産は次のとおりとする。 
                    融資基金 
                    会	 費 
                    事業に伴う収入 
                    寄付金品 
                    資産から生じる果実 
                    その他の収入 
 
第 17条（管	 理）	 融資基金は消費し、または担保に供してはならない。但し、本業遂 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  行上やむを得ないときは理事会および総会の議を経て運用できる。 
第 18条（予	 算）	 本同盟の事業計画および収支予算は、毎会計年度開始前に理事長に 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  おいて編成し、理事会の議を経て総会の承認を受けるものとする。 
第 19条（決	 算）	 本同盟の事業報告および収支決算は毎会計年度終了後２ヶ月以内に 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  理事長において作成し、貸借対照表および会計の状況報告とともに 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  監事の意見を付して理事会および総会の承認を得るものとする。 
第 20条（臨機の	 	 収支予算で定めるもののほか、新たに義務の負担をし、また権利の 
	 	 	 	 	  措置）	 放棄をしようとするときは、理事会および総会の承認を受けるもの 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  とする。 
第 21条（年	 度）	 本同盟の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３０日に終わ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  る。 



第６章	 事務局 
 
第 22条（事務局）	 本同盟の事務を処理するために事務局をおく。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  １．事務局には事務局長１名を置く。事務局長は理事長の委嘱に 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  よって事務を執行する。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  ２．事務局長は理事会の議を経て理事長が任免する。 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第７章	 規約の変更ならびに解散 
 
第 23条（変	 更）	 この規約の変更には、理事会および総会において、おのおの３分の 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  ２以上の決議を得なければならない。 
第 24条（解	 散）	 本同盟の解散は、理事会および総会においておのおの４分の３以上 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  の決議を得なければならない。 
第 25条（帰	 属）	 本同盟の解散に伴う残余財産は理事会および総会においておのおの 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  ４分の３以上の議決を得て類似の目的を有する公益事業に寄附す 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  る。ただし、融資基金については出資者に対し、その出資額に応じ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 て返還する。 
 
 
                                第８章	 補	 則 
 
第 26条（細	 則）	 この規約の施行についての細則は、理事会ないし総会において定め 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  る。	  
 
 
この規約は、１９７１年２月１７日より施行する。 

１９９４年５月３０日一部改正。 
１９９９年５月１０日一部改正。 
２０１２年 5月 14日一部改正。 

 
	 	 	 	 ※年会費に関する定め（細則） 
            定員	 ６０名までの施設	 ８，０００円 
            定員	 ９０名までの施設１２，０００円 
            定員１５０名までの施設１５，０００円 
	 	 	 	 	 	 定員１５０名以上	 	 	 １８，０００円 


